
 次表の左欄に記載する者に対する土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号）第１０３条第１項の規定による京都都市計画（京都国際文化観光都市建設

計画）都市計画事業洛北第二地区土地区画整理事業の換地処分通知は，送付す

べき場所を確知することができないので，同法第１３３条第１項の規定により，

書類の送付にかえて通知の内容をそれぞれ当該右欄のとおり公告します。 

 

  平成２６年７月３日 

                      京都市長 門 川 大 作 

 

 

 

 

書類の送付を受けるべき者の氏名及び

判明している最後の住所 

通 知 の 内 容  

澤田邦子 

京都市左京区岩倉大鷺町１２８番地の

1 

土地区画整理法第１０３条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業洛

北第二地区土地区画整理事業の換地

処分通知（別紙のとおり） 

田代梅 

京都市左京区松ケ崎河原田町１１番地

１ 

土地区画整理法第１０３条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業洛

北第二地区土地区画整理事業の換地

処分通知（別紙のとおり） 

飯田耕生 

京都市左京区岩倉西河原町３７２番地

の５ 

土地区画整理法第１０３条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業洛

北第二地区土地区画整理事業の換地

処分通知（別紙のとおり） 



書類の送付を受けるべき者の氏名及び

判明している最後の住所  
通知の内容 

齋藤誠一郎 

東京都文京区白山４丁目２番５号 

土地区画整理法第１０３条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業洛

北第二地区土地区画整理事業の換地

処分通知（別紙のとおり） 

髙橋秀和 

京都市右京区嵯峨中山町１９番地２３

レオパレス嵯峨野第６ １０２号 

土地区画整理法第１０３条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業洛

北第二地区土地区画整理事業の換地

処分通知（別紙のとおり） 

伊吹昌三郎 

大阪府茨木市天王二丁目５番Ｋ－９０

７号 

土地区画整理法第１０３条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業洛

北第二地区土地区画整理事業の換地

処分通知（別紙のとおり） 

西村武子 

滋賀県大津市松本二丁目７番５号 

土地区画整理法第１０３条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業洛

北第二地区土地区画整理事業の換地

処分通知（別紙のとおり） 
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